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資料１ 

人生100年時代の結婚と家族に関する研究会の開催について 

 

 

令 和 ３ 年 ４ 月 2 6 日 

内閣府男女共同参画局長決定 

 

 

１ 趣旨 

人生 100年時代が到来するとともに、未婚・単身世帯の増加、平均初婚年齢の上昇、

離婚件数の増大等、我が国の家族の姿が近年大きく変化している。 

男女共同参画を推進する上では、こうした変化に伴って、どのような課題が生じて

おり、又は生じることが予想されるか、把握することが重要である。 

このため、近年、我が国の結婚と家族にどのような変化が生じているか、その実相

をデータを用いて多面的に明らかにするとともに、それに伴う課題を整理するため、

専門家による「人生 100年時代の結婚と家族に関する研究会」を開催する。 

 

 

２ 構成 

（１）研究会は、別紙に掲げる者をもって構成する。なお、男女共同参画局長は、 

必要と認める場合、構成員を追加することができる。 

（２）座長は、構成員の中から、男女共同参画局長が指名する。 

（３）座長は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めることができる。 

 

 

３ 庶務 

 研究会の庶務は、内閣府男女共同参画局推進課において処理する。 

 

 

４ その他 

前各項に定めるもののほか、研究会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長

が定める。 
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別紙 

 

人生100年時代の結婚と家族に関する研究会 構成員 

  

（五十音順、敬称略、◎は座長） 

 

 

 

  天野 馨南子   ニッセイ基礎研究所 生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 

 

 

  稲葉 昭英    慶應義塾大学文学部教授 

 

 

岩澤 美帆    国立社会保障・人口問題研究所 人口動向研究部長 

 

 

◎ 山田 昌弘    中央大学文学部教授 

 

 

 

 

 


